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まえがき 

 我が国は、いまだ経験したことのない経済社会の構造の変化に直面し、大きな転

換点を迎えており、変化に対応したスピード感のある取組が求められています。 

 酪農・肉用牛生産については、農家戸数や飼養頭数の減少など、生産基盤の弱

体化により、生乳生産量が減少し、また子牛価格が高騰しており、この状態を放置

すれば今後の持続的な発展に支障が生じかねません。 

 

 この現状を認識した上で、国や地域の関係者が生産者と一体となって、人（担い

手・労働力の確保）・牛（飼養頭数の確保）・飼料（飼料費の低減、安定供給）のそれぞ

れの視点から、生産基盤を強化するための取組を直ちに開始しなければなりませ

ん。 
 

①酪農においては、機械化、外部支援組織の活用により労働負担を軽減し、新
規就農者等の担い手を確保します。また、性判別技術を活用して優良な乳用
後継牛を確保しつつ、供用期間の延長や適切な飼養管理の徹底による生産
性の向上を図ります。  

②肉用牛生産においては、繁殖経営の飼養頭数を拡大するとともに、キャトル・
ブリーディング・ステーションへの預託を活用して地域全体で繁殖基盤の強化
を図ります。また、受精卵移植技術を活用して肉専用種の増頭を図るほか、
繁殖・肥育の一貫経営への移行や肥育期間の短縮による生産性の向上を図
ります。 

③飼料費の低減については、国際需給の影響を受ける輸入飼料への依存から
の脱却を図り、国産粗飼料、飼料用米の生産・利用を拡大し、また酪農にお
ける集約放牧、荒廃農地を活用した肉用繁殖牛の放牧を進めます。 

④また、チーズ、発酵乳、適度な脂肪交雑の牛肉など、国内の消費者ニーズの

変化に対応した取り組みを進めます。また、海外における日本食への関心の

高まりを追い風とした牛肉、牛乳・乳製品の輸出拡大を図ります。 

⑤流通の合理化等を推進し、コストの低減、消費者の信頼確保を図ります。 

生産基盤の強化に向けては、生産者だけでなく、地域の関係者の連携、協力が

不可欠です。国は、畜産クラスター等の推進により、地域全体で収益性を向上させ

る取組を継続的に支援します。 

 

 今後の10年間は、次世代の我が国の酪農及び肉用牛生産の基礎を形づくり、方向

性を左右する重大な期間となります。 

 強い意志と覚悟を持って課題に取り組むとともに、時代の変化と多様化する消費者

ニーズに柔軟に対応し、創意工夫により価値の創出と市場の開拓に挑みます。 

  

本基本方針は、我が国の酪農及
び肉用牛生産をめぐる今日の現
状と課題について認識を共有した
上で、関係者が一丸となって取り
組むべき施策や対応方針を明ら
かにしたものです。 
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人 

牛 

  離農や後継者不足による人手不足 

消費者の需要の変化、国際環境の変化 
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○ 子取り用めす牛頭数及び子牛価格の推移 

○ 乳用牛頭数と生乳生産量の推移 
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 酪農では、重
い労働負担等
により後継者
等の確保が困
難なこと等を背
景に戸数が減
少。 
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 酪農では、
生乳生産量
が減少 

 酪農及び肉用牛経営が輸入飼
料に依存する中、世界的な穀物
需給の変化等により、配合飼料
価格は高水準で推移。 

 消費者ニー
ズが多様化
している中、
チーズ、発酵
乳等の需要
が増加  

Ⅰ 近年の情勢の変化 
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（千戸） ○ 乳用牛飼養戸数 ○ 肉用牛飼養戸数 

 肉用牛生産
では、子牛価
格が高騰し、 
肥 育 農 家 の 
経営を圧迫 

 海外での
日本食への
関心の高ま
り等から、
牛肉の輸出
は過去最高
を記録 

資料:農林水産省「畜産統計」 

資料:農林水産省「畜産統計」、「牛乳乳製品統計」 

○ チーズ及び発酵乳生産量の推移 ＞乳 
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資料：「畜産振興課「流通飼料価格等実態調査 
注： 「流通飼料価格等実態調査」による実績値である。 
 
 
 

資料:農林水産省「畜産統計」 

資料:農林水産省「畜産統計」 
農畜産業振興機構「肉用子牛取引状況」 
注：子牛価格は黒毛和種（雄、雌）の平均価格 

資料:農林水産省「牛乳乳製品統計」 

○ 牛肉輸出量等の推移 
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資料:財務省「貿易統計」 
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Ⅱ 酪農・肉用牛生産の競争力強化 

背景・課題 

人手不足を克服するために（担い手の育成と労働負担の軽減） 

新規就農者の確保と担い手の育成 

対応・取組 

・ 離農農場等の既存施設の貸付け
等が円滑に行われるよう、地域の関
係機関は、新規就農希望者等と離農
予定農家等とのマッチングを進める。 
 

 我が国の酪農・肉用牛生産の競争力を強化するためには、「人・牛・飼料」の視点で
生産基盤を強化させることが最優先の課題である。 
 生産者と地域の畜産関係者は、畜産クラスターの仕組み等を活用し、連携・協力して
生産基盤の強化に取り組む。 

・ 技術・知識の習得のため、地域の関
係機関は新規就農者等への研修機会
の提供、国や地方公共団体は地域の
農業大学校等の活用に努める。 

 高齢化や後継者不足による離農が増加し、乳用牛飼養戸数、肉用牛飼養戸数は
減少を続けている。 
 また、農村での過疎化の進行等により雇用の確保が困難になっている。 

事業実施主体（農協等） 

・畜舎等の補改修 

・家畜の導入 

・簡易ほ場整備 

施設等
の整備 

離農跡地・後継者 

不在経営施設 
・農用地 ・畜舎 等 

新規就農者 

一定期間の 
貸付後、 
有償譲渡も可能 

事業実施主体（農協等） 

施設等 
の貸付 

 

資料：農林水産省「畜産統計」 

取
得
等 

○ 乳用牛・肉用牛飼養戸数の推移 

区分／年 22 23 24 25 26 区分／年 22 23 24 25 26 

乳
用
牛 

飼養戸数 
（千戸） 

前年比（％） 

21.9  21.0  20.1  19.4  18.6  
肉
用
牛 

飼養戸数（千戸） 
前年比（％） 

74.4  69.6  65.2  61.3  57.5  

(▲3.8) (▲6.5) (▲6.3) (▲6.0) (▲6.2) 

(▲5.2) (▲4.1) (▲4.3) (▲3.5) (▲4.1) 
うち子
取り用
雌牛 

飼養戸数
（千戸） 
前年比（％） 

63.9  59.1  56.1  53.0  50.0  

(▲4.1) (▲7.5) (▲5.1) (▲5.5) (▲5.7) 

○ 離農農場等の既存施設の貸し付けスキーム 

○ 酪農経営の飼養頭数規模別固定資産額（H24年） 
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・ 新規就農等には、施設整備や家畜導
入などに多額の投資負担が生じる。ま
た、技術・知識の習得と向上が必要とな
る。 
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・ 家畜の飼養・衛生管理、飼料の生
産・調製など多岐にわたる作業が必要
で、多くの労働力を要することから、飼
養管理の分業化、省力化を図ることが
必要である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

外部支援組織の活用の推進 

①コントラクターやTMRセンター 

 機械等の整備を推進し、受託面積の拡
大や効率的な作業体系の構築を促進
する。 
②キャトル・ブリーディング・ステーション
（CBS）等 

 設立・整備の推進とそこでの飼養管理
技術の向上を図る。 
③ヘルパー 
 ヘルパー要員の技能向上による家族
経営への利便性の向上を図る。 

ロボット等の省力化機械の導入推進 

 法人化等を通じ、意思決定に係る責任
者や手続を明確化するなど、高度な経営
判断に対応した体制を整備する。 

 その上で、後継者や雇用者の段階的な
経営参画等を進め、人材育成と円滑な
経営継承に取り組む。 
  

1人当たり 
家族労働時間 

1戸当たり 
家族労働時間 

H14年度 1,952 5,466 

H19年度 1,941 5,242 

H24年度 2,077 5,817 

○ 家族労働時間の推移（酪農・北海道） 

法人化のメリット 

 ○経営上のメリット → ・ 経営管理能力の向上    ・ 対外信用力の向上   

                ・ 経営発展の可能性の拡大    ・ 農業従事者の福利厚生面の充実  

                                 ・ 経営継承の円滑化 

 ○地域農業としてのメリット → ・ 新規就農や雇用の受け皿 

 ○制度面でのメリット → ・ 税制    ・ 融資限度額の拡大 

哺乳ロボット 

○ 搾乳ロボット      ○ 哺乳ロボット 

放牧活用の推進 

 地域住民の理解醸成と啓発、放牧技
術の普及・高度化やそのための人材育
成のほか、牧柵等の設置など条件整備
を推進する。 

・ 経営者が経営の規模や形態を踏ま
えて、経営能力の向上を図るととも
に、人材育成と円滑な経営継承に取り
組み、経営を持続的に安定・成長させ
ることも重要である。 

  
 

・ 放牧は、飼料の生産・給与や排せつ
物処理等家畜の飼養管理の省力化が
期待できるため、高齢化や労働力不足
への対策として有効である。 

 

・ 搾乳、哺乳、給餌等の労働負担の軽
減に資する省力化機械が普及・定着し
つつある。 

 
 各経営の飼養形態や飼養規模に応じ
て、過剰な設備投資とならないよう配慮
しながら、計画的な省力化機械の導入を
推進する。 

 地域の関係機関は、これらの技術等の
導入・普及に対応した飼養管理の方法
について指導・普及を図る。 

経営能力の向上 

資料：農林水産省「畜産物生産費」 
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背景・課題 対応・取組 

乳用牛・肉用牛の飼養頭数の減少を克服するために 
（飼養頭数減への対応） 

・ 離農に伴う飼養頭数の減少を抑制す
るには、個々の経営における規模拡大
とともに、地域全体での飼養頭数の拡
大が重要。 

 
・ 肥育・繁殖一貫経営への移行は、子
牛価格の変動リスクを軽減できるとと
もに、いわゆる「飼い直し」も回避でき
る。 

生産構造の転換等による規模拡大 

・ 分業化・省力化を推進し、規模拡大を
促進する。 
・ CBS等の整備を進め、地域で繁殖・育
成を集約化する体制の構築を推進する。 

・ 肉用牛の生産者に対して、繁殖・肥育
一貫経営への移行を促進する。 

 酪農経営・肉用牛経営のいずれも、飼養頭数も減少を続けている。 
  乳用牛・肉用牛の飼養頭数の推移 

区分／年 22 23 24 25 26 

乳
用
牛 

飼養頭数 
（千頭） 

前年比（％） 

1,484  1,467  1,449  1,423  1,395  

(▲1.1) (▲1.1) (▲1.2) (▲1.8) (▲2.0) 

肉
用
牛 

飼養頭数 
（千頭） 

前年比（％） 

2,892  2,763  2,723  2,642  2,567  

(▲1.1) (▲4.5) (▲1.4) (▲3.0) (▲2.8) 

うち
子取
り用
雌牛 

飼養頭
数（千頭） 
前年比
（％） 

683.9 667.9 642.2 618.4 595.2 

(  0.3) (▲2.3) (▲3.8) (▲3.7) (▲3.8) 

焼酎粕給与 

分娩・ほ育施設 
（ほ乳ロボット） 

ｷｬﾄﾙ・ﾌﾞﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ・ｽﾃｰｼｮﾝ(CBS) 
子牛300頭、繁殖牛200頭規模 

○集中管理に 
よる効率化 

 

○早期離乳 
    分娩間隔短縮 
 

○事故率低減、 
  育成成績向上 

繁殖技術のノウハ
ウのない肥育農家
の経営上のリスク
を低減 

素牛安定確保に
よる、一貫経営へ
の円滑な移行・規
模拡大支援 

畜舎を増築するこ
となく、預託中の
空きスペースに 
増頭可能 

繁殖基盤の強化 

農家で分娩後、子
牛とセットでCBSへ
預託 

母牛はCBSで人工

授精、妊娠確認
後農家へ返す 

肥育成績の
フィードバック 

子牛 

地域内一貫体制 
の確立 

繁殖障害牛
のリハビリ 

 ○ キャトル・ブリーディング・ステーション（CBS)を活用した繁殖基盤強化事例（長崎県壱岐市） 

資料：農林水産省「畜産統計」 

 その結果、酪農では乳用牛資源や生乳生産量の減少が続き、肉用牛生産では子
牛価格が高騰して肥育経営を圧迫している。 
 

区分／年 22 23 24 25 26 区分／年 22 23 24 25 26 

乳
用
牛 

飼養頭数 
（千頭） 

前年比（％） 

肉
用
牛 

飼養頭数（千頭） 
前年比（％） 

2,892  2,763  2,723  2,642  2,567  

1,484  1,467  1,449  1,423  1,395  (▲1.1) (▲4.5) (▲1.4)  (▲3.0)  (▲2.8) 

(▲1.1) (▲1.1) (▲1.2) (▲1.8) (▲2.0) うち子
取り用
雌牛 

飼養頭数
（千頭） 

前年比（％） 

683.9 667.9 642.2 618.4 595.2 

(  0.3) (▲2.3) (▲3.8) (▲3.7) (▲3.8) 

○ 乳用牛・肉用牛の飼養頭数の推移 
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・ 近年、乳用牛の供用期間は
短縮傾向にある。生乳生産量
の確保・増加を図る上でその
延長が必要である。 

 
 
 
 
 
 
 

牛群検定の加入率の向上 

 関係機関は、酪農における飼養・繁殖
管理、乳質・衛生管理等に役立つ分かり
やすい検定データの提供等に努める。 

家畜の快適性に配慮した飼養管理の
促進 

 我が国の実態を踏まえ、アニマル
ウェルフェアに対応した飼養管理 
指針の周知・普及。 

乳用牛の供用期間の延長 

 過搾乳の防止や栄養管理の徹底、適
切な削蹄の励行、牛舎環境の改善等適
正な飼養・衛生管理を推進する。 

Ｈ14 Ｈ19 Ｈ24 

平均 
除籍産次 

4.2 4.0 3.5 

○ 乳用牛の供用期間の推移 

6,830 

9,038 

6,000

7,000

8,000

9,000

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

(Kg) 

差 2,208（kg） 

牛群検定参加牛 

差 1,552（kg） 
非検定牛 

（経産牛1頭当たり年間生産量） 

H 年 

○ 牛群検定の参加牛と非検定牛の乳量比較 

（経産牛１頭当たり年間生産量） 

能力向上が 

図られた主な項目 
図られていない主な項

目 

【乳用牛】   

 ・乳量  ・分娩間隔 

 ・初産月齢  ・供用期間 

【肉用牛】   

 ・脂肪交雑（種雄牛）  ・初産月齢（種雄牛） 

 ・日齢枝肉重量（種雄
牛） 

 ・分娩間隔（種雄牛） 

   ・肥育期間（肥育期間） 

牛群検定 
参加牛 

非検定牛 

H24年 9,038kg 6,830kg 

差 2,208kg 

 
 
 
 
 
 
 

資料：（一社）家畜改良事業団 
「乳用牛群能力検定成績のまとめ」 

資料：（一社）家畜改良事業団推計 

・ 価格の高い交雑牛子牛の生産
が増加している中、優良な乳用後
継牛の確保が必要である。 
 また、乳用種肥育経営では生産
コストが粗収益を上回る状況が続
いている。 

計画的な乳用後継牛の確保と和子牛生産の拡大 

 性判別技術の活用により、優良な乳用後継牛
の確保を推進する。 

 受精卵移植技術の計画的な活用を促進し、乳
用雄牛や交雑種から和子牛生産への移行を推
進する。 

・ 価格の高い交雑牛子牛の生
産が増加している中、優良な
乳用後継牛の確保が必要で
ある。 

  また、乳用種肥育経営では
生産コストが粗収益を上回る
状況が続いている。 

  

計画的な優良後継雌牛の生産 

乳めす 
25.2万頭 

乳おす 
24.8万頭 

交雑種 
23.2万頭 

  和牛 
  50.5万頭   

酪農家由来 
1.5万頭 

乳用牛から 
生産した 
子牛 

肉用牛から 
生産した 
子牛 

♀ 
性判別精液 

性判別受精卵 

和牛受精卵 

計画的な和子牛の生産 

飼料効率の向上等による生産性の向上 

・ 分娩監視や発情発見のための 
ICTの活用等による供用期間の延長・受
胎率の向上 

・ ボディ・コンディション・スコアに 

基づく栄養管理による適正な飼料給
与等に取り組む。 

センサー 

クラウド 

獣医師等 

人工授精師 牛群の健康診断 

発情情報 

繁殖
データ 

携帯端末 

和牛繁殖経営 

○ ICTの活用 

人工授精に関する情報等をクラウドに蓄
積し、飼養管理の改善・指導に活用 

6 

※頭数は平成26年の現状値 



背景・課題 対応・取組 

輸入飼料への依存から脱却するために 
（国産飼料生産基盤の確立） 

国産粗飼料の生産・利用の拡大 

放牧活用の推進 

 優良品種を用いた草地改良を進め、青
刈りとうもろこし等の高栄養作物や稲
WCS等の良質な国産粗飼料の生産・利
用の拡大を図る。 

 また、コントラクター等飼料生産組織の
活用により、良質な粗飼料を効率的・低
コストで生産する取組を推進する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 我が国の畜産は、飼養規模の拡大に伴い、安価で調達しやすい輸入濃厚飼料への依
存を強めてきたが、近年、 穀物価格は高水準で推移し、配合飼料価格は10年前の1.5
倍程度となっている。 
 酪農・肉用牛経営における生産費の約4割を飼料費が占めることから、輸入飼料価格
の上昇や変動は、経営に大きな影響を及ぼす。 

 酪農における集約放牧、荒廃農地を活
用した肉用繁殖牛の放牧を推進する。 

 

 
Ｓ牧場の事例 

・ 有志により足寄町放牧酪農研
究会を立ち上げ、先進的な放
牧の実現を研究・実践。（現在
10戸） 

  

・ 草地面積約80haのうち46ha
で、乳用牛89頭を放牧。 

 
・ 乳量の低下を抑えながら濃厚
飼料給与量を36％削減。 

※ 経産牛60頭、個体乳量8,500 kg、農業従事者数3人とし、およそ7ヶ月間
放牧した場合の試算（「集約放牧導入マニュアル（平成20年3月）」より） 

従事者1人当たりの労働時間 
（放牧期間中の１ヶ月平均） 

239 
205 

0

100

200

300

舎飼 集約放牧 

時
間
（ｈ
） 

1頭当たりの 
購入飼料費（左）と所得額（右） 

11 
9 

24 
28 

0

10

20

30

舎飼 集約放牧 

万
円 

放牧と舎飼との経営効果の比較（試算） 

＜舎飼に対する集約放牧の効果＞ 
• 従事者１人当たりの労働時間は、月３４時間（１４％）低減【左図】。 
• １頭当たりの飼料購入費は、２万円（１８％）低減【右図】。 
• １頭当たりの所得は、４万円（１７％）増加【右図】。 

※ 経産牛60頭、個体乳量8,500 kg、農業従事者数3人と
し、およそ7ヶ月間放牧した場合の試算（「集約放牧導入マ
ニュアル（平成20年3月）」より） 

従事者1人当たりの労働時間 
（放牧期間中の１ヶ月平均） 

239 205 

0

100

200

300

舎飼 集約放牧 

時
間
（ｈ
） 

1頭当たりの購入飼料費（左）と所得額（右） 

11 
9 

24 28 

0

10

20

30

舎飼 集約放牧 

万
円 

放牧と舎飼との経営効果の比較（試算） 

＜舎飼に対する集約放牧の効果＞ 
 

• 1頭当たりの飼料購入費は、 
2万円（18％）低減。 
 

• 1頭当たりの所得は、 
4万円（17％）増加。 

○ 輸入乾草の価格と自給飼料生産費（試算） 
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○ 経営コストに占める飼料費の割合 

資料：平成25年度畜産物生産費調査および平成25年営農類型別経営統計 

飼料費 ４４％ 飼料費 ４８％ 

（肥育牛） （生乳） 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

80

90

100

110

S60 H2 7 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

収
穫
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（
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ン
）
 

作
付
面
積
（
 

 
 
 
）
 

収穫量 

作付面積 

h
a 

万 

○ 全国の飼料作物作付面積及び収穫量の推移 

・ 輸入粗飼料価格は、価格変動等が経
営に影響を及ぼすことから、高品質で
低コストな国産粗飼料の生産・利用の
拡大を推進することが重要である。 

 

55 53 60 

109 

0

20

40

60

80

100

120

全国 北海道 都府県 輸入乾草 

資料 ： 「自給飼料費用価」は、農林水産省「牛乳生産費調査」、 
     「日本標準飼料成分表」から算出 
注１：物材費には、材料費、固定材費等を含む 
 ２：輸入乾草価格と自給飼料生産費は１ＴＤＮkgあたりに換算 

経過年数（年） 

20
25
30
35
40
45

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

単収 （トン/ha） 

（北海道農政部調べ） 

草地 

改良 

草地改良による 
増収が必要 

○ 草地改良の必要性 

手入れの行き届いた草地 
資料：農林水産省大臣官房統計部『耕地及び作付面積統計』、『作物統計』 



肉用牛生産における肥育期間の短縮 

 肉質・枝肉重量の変化に留意しなが
ら、肥育期間の短縮による効率的な生
産構造へ転換を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

エコフィードの生産・利用の促進 

飼料の流通基盤の強化 

 品質の確保を図りつつ、エコフィードの
生産・利用の更なる拡大を推進する。 

 国産飼料について、調製・保管体制を
構築し広域流通を推進するための体制
を整備。 

 配合飼料工場の機能強化、港湾整備
を促進。 

飼料用米等国産飼料穀物の生産・ 
利用の拡大 

 関係者が連携・協力し、耕種側と畜産
側の需給マッチングを推進し、取引の円
滑化を図る。 

 また、畜産農家における利用体制、配
合飼料工場を通じた供給体制の整備等
を推進する。 

○ 飼料用米の作付面積（千ha） 

濃厚飼料全体に占めるエコ
フィード全体量の割合（右軸） 

飼料用とうもろこし約135万㌧ 
（年間輸入数量の約１割）に相
当。 
とうもろこし約405億円に相当。 

（とうもろこしの単価約30千円／㌧として） 

飼料用とうもろこし約135万㌧ 
（年間輸入数量の約１割）に相
当。 
とうもろこし約405億円に相当。 

（とうもろこしの単価約30千円／㌧として） 

20.5  
20.1  

15.0

17.0

19.0

21.0

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

○ 肥育期間（肉専用種？）の推移 （ヶ月） 

（年度） 

○ エコフィード生産・利用料の推移 

グラフ 

■ 取組者：ＪＡいずも 
■ 飼料用米生産：島根県 
■ 特 徴： 

水田の有効活用のため、地域をあげて
飼料用米の利活用を推進。平成23年12
月からは飼料用米を給与した肉用牛ブラ
ンドである「まい米牛」の販売を開始。 

○ まい米牛（島根県） 

0
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10

15

20

25

30

35

40

Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 H25 H26

資料：農林水産省大臣官房食料安全保障課「食料需給表」より。 
平成25年度は概算値。 

  

  

平成 
20 
年度 

21 22 23 24 25 
（概算） 

全 体 26 25 25 26 26 26 

粗 飼 料 79 78 78 77 76 77 

濃厚飼料 11 11 11 11 12 12 

○ 近年の飼料自給率の推移 （％） 

資料：農水省調べ（生産量は飼料メーカー聞取り、配合可能割合は 
畜産栄養有識者からの聞取り及び研究報告をもとに試算） 

    注：利用可能量は、平成25年度の配合飼料生産量に配合可能
割合を乗じて算出。 

○ 畜種別のコメの利用可能量（試算） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

・ 近年の飼料価格の上昇が肥育経営を
圧迫している中、肥育期間の短縮などに
より飼料費を抑制する必要がある。 
・ 一部の肥育経営では、肥育期間の短
縮により飼料費を抑制し、高収益を上げ
ている。 

乳用牛 肉用牛 

配合飼料生産量（万トン） 310 445 

配合可能割合（％） 10 3 

利用可能量（万トン） 31 13 

（参考）25年度使用量（万トン） 3 2 

（年度） 

【※家畜の生理や畜産物に影響を与えることなく給与 
可能と見込まれる量】 

放牧活用の推進 

 酪農における集約放牧、荒廃農地等を
活用した肉用繁殖牛の放牧を推進する。 

・ 放牧は、飼料費の低減、牛の生産性の
向上等に寄与することが期待される。 

・ 飼料用米の生産・利用の拡大は、畜産
物のブランド化に資するほか、耕畜連携
を推進する契機としても期待される。 

○コスト低減 
放牧と舎飼との経営効果の比較（試算） 

116 

80 

277 

160 

227 

160 

0 100 200 300 400 500 600 700

舎

飼 

放

牧 

飼料費 労働費 その他経費 

400千円/頭 (65） 

620千円/頭 (100) 

［所得向上] 

3～4割のコスト低減 
（220千円/頭の削減） 

＜条件＞ 繁殖雌牛2～5頭規模（山口県の取組事例より試算）、放牧期間：6月～10月中旬(5か月) 

（参考）広島県内の肥育期間短縮事例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

○ 出荷月齢：23.4カ月（29カ月） 
○ 枝肉重量：476kg    （475kg） 
○ 肉質等級：4.5     （3.7） 
○ BMS   ：7.9   （5.8） 
※（）内は家畜改良増殖目標の現状値 

肥育結果 

8 

平成25年度 
（基準年度） 

平成37年度 
（目標年度） 

供給熱量ベース 
総合食料自給率 

39% 45% 

飼料自給率 26% 40% 

○ 食料・農業・農村基本計画における 

自給率目標 

資料：農林水産省作成 

〔黒毛和種去勢10頭での取組〕 



背景・課題 対応・取組 

畜産クラスターの継続的な推進 
（畜産クラスターの取組による畜産と地域の活性化） 

・ 近年、耕畜連携、地域特産品を活用
した特色のある畜産物の生産、外部支
援組織との分業化、農協等の出資によ
る地域の生産拠点や研修センターの設
立等が進められている。 

畜産クラスターの推進 

【地域の主体的な取組】 
○ 畜産農家と畜産関係者が連携・結集 
 し、徹底的に話し合い、地域の実態を踏 
 まえ、創意工夫に富んだ地域ぐるみの計 
 画を策定。 
 
○ 計画実現のために、中心的な役割を 
 担う経営体を育成。                                                                                                              

地域の畜産の収益性向上と生産 
基盤強化に資する多様な取組例 

 
○ ロボット等新技術の導入とメーカー等 
 による研修システムの構築を通じた、先 
 端技術の地域への普及・定着 
 

○ 地域の生産拠点となる経営体、組織 
 による技術・経営管理等の指導体制の 
 構築を通じた新規就農の促進 

価値ある畜産物として、輸出も
含め消費者へ提供 

ヘルパー組合 

TMRセンター 
 コントラクター 

コスト削減 
高付加価値化 
新規需要の創出 

行政 

普及センター 

生産者 

乳業・食肉センター 
卸小売業 

飼料メーカー 
機械メーカー 

畜産コンサル 

ＪＡ 

＜畜産クラスターのイメージ＞ 

 畜産クラスターの継続的な推進により、
地域の畜産関係者の連携・協力を通じて、
地域全体で畜産の収益性向上を目指す。 

地域で支える畜産 

 
・ 酪農・肉用牛生産の生産基盤の弱体
化は地域の社会経済の存立に関わる
重大な問題である。 
 
・ 酪農・肉用牛生産は、生産・販売に関
する取引を通じて、多くの関係者が関与
し、また、近年、生産者と関係者の連携
による地域的な取組が活発化している。 
 
・ 生産基盤を強化するため、地域の多
様な関係者が共通の目標を持って、継
続的に連携・協力する取組を行うことが
必要である。 

★計画の記載項目 
①取組内容 
②各構成員が果たす役割 
③中心的な経営体 
④収益性向上の目標数値 

畜産を起点とした地域振興 

２ 畜産クラスター 
計画の作成 

 畜産クラスターの取組も活用して、地
域における生産振興を図り、地域の雇
用、就農機会の創出を図る。 

 酪農・肉用牛生産の生産基盤の弱体化は地域の社会経済の存立に関わる重大な問
題である。 
 畜産クラスターの取組を推進し、地域の畜産関係者が連携・協力して、畜産を起点と
する取組の成果を地域全体に波及させ、地域の活性化を図る。 

３ 畜産クラスター計
画の都道府県知事
認定  

１ 畜産クラスター 
協議会の立ち上げ 

○ 畜産クラスターの取組の流れ 

・ 酪農・肉用牛生産の振興は、関連産
業の発展等を通じて地域の雇用と所得
の創出に資する。 また、農村景観の
改善、魅力的な里づくりに資する。 

 
 
 
 
 
 
 
 

全 国 H15年度 20 25 

組織数 317  522  581     

○ コントラクター組織数の推移 

○ TMRセンター数の推移 

H15年度 20 25 

箇所数  32 85 110 

（うち北海道）  （7） （35） （51） 
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４ 国庫補助事業
等の活用  

率先して地域の収益性 
向上に取り組むぞ！ 
 

地域で連携して収益
性向上をめざそう！ 
 

○ 畜産クラスターとは、畜産農家と地域の畜産関係者（コントラクター等の支援組織、流通加工業
者、農業団体、行政等）がクラスター （ぶどうの房）のように、一体的に結集することで、畜産の収益
性を地域全体で向上させるための取組。 

資料：農林水産省畜産部調べ 




